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○○○○事業に係る環境影響評価書の公告178
【環境影響評価法に関する公告】

　環境影響評価法（令和九年法律第八十一号。以下「法」という。）第二十一条第二項の規定に基づき、環境影響評価書（以下「評価書」という）を作成しましたので、法第二十七条の規定に基づき次のとおり公告いたします。
1、 事業者の氏名及び住所（法人の場合はその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）
○○○○株式会社
代表取締役社長　○○　○○
○○県○○○市○○○○町○○○―○―○
2、 対象事業の名称、種類及び規模
○○○事業　（事業の名称）
○○○○○　（事業の種類）
○○○○○　（事業の規模）
3、 対象事業が実施されるべき区域
○○○県○○市○○○○町○○○―○―○
4、 関係地域の範囲（※①）
○○○県○○市○○○○町、○○○○町、○○○○町、○○○○町、○○○○町、○○○○町、○○○○町、○○○○町、○○○○町、○○○○町
5、 評価書及び要約書の縦覧場所、期間及び時間
1 ○○○県○○市○○○○町○○○―○―○
○○市民センター（※②）
2 ○○○県○○市○○○○町○○○―○―○
○○支所
令和○○○年○○月○○○日（○）から
令和○○○年○○月○○○日（○）まで
（※③）
（ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く）
午前○○時から午後○○時まで（※④）
縦覧期間中は左記のウェブサイトにて本評価書及び要約書をご覧いただけます。
http://www…kanpou@NPB.go.jp
　令和○○年○○月○○日（※⑤）
　　○○県○○市○○町○○丁目○○番地○○
　　　　　　　　　　　　○○○○○株式会社
　　　　　　　　※⑥（法人番号1234567890123）
　　　　　　　　代表取締役社長　○○　○○



（※①）環境影響評価法施行規則第九条第二項)
（※②）説明会は会場ごとに日時、場所を表記すること
（※③）公告の日から起算して一ヶ月間であること（法第二七条）
（※④）会場によって縦覧時間が異なるときは、その旨表記すること
（※⑤）掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。

[bookmark: _GoBack]（※⑥）法人番号は掲載文例に従い任意で記載が可能です。これ以外の会社法の公告についても、法人番号を記載することができます。
なお、記載は13桁の法人番号となります。
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